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道
内
自
治
体
の
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
特
徴
と
課
題

　

自
治
労
北
海
道
本
部
自
治
研
推
進
委
員
会

○　

隊
員
の
採
用
実
績

性
別
／
着
任
時
年
齢
／
直
前
在
住
市
町
村
／
着
任
日

／
主
な
勤
務
先
／
主
な
仕
事
／
退
任
日
／
退
任
の
し

か
た
／
退
任
後
の
居
住
の
継
続
状
況
／
退
任
後
の
進
路

○　

自
治
体
の
実
施
体
制                                                        

所
管
課
・
所
管
年
度
・
担
当
職
員
数
／
協
力
隊
事
業

へ
の
一
般
財
源
の
持
ち
出
し
の
有
無
／
隊
員
応
募
資

格
の
独
自
設
定
条
件

○　

隊
員
の
処
遇

任
用
形
態
／
基
本
的
な
勤
務
時
間
、
土
日
祝
日
出
勤

の
有
無
・
出
勤
理
由
／
給
与
・
報
酬
／
給
与
・
報
酬

以
外
の
支
給
の
内
容
／
社
会
保
険
の
種
類
／
住
居
確

保
の
方
法
／
家
賃
補
助
／
出
張
旅
費
の
支
給
の
有
無

／
有
給
休
暇
の
有
無
／
副
業
の
認
否

○　

隊
員
と
役
所
・
役
場
間
の
や
り
と
り

定
期
的
な
面
談
・
会
議
の
開
催
の
有
無
／
月
報
・
年

報
の
提
出
の
求
め
の
有
無
／
定
住
・
起
業
に
向
け
た

サ
ポ
ー
ト
の
有
無
／
サ
ポ
ー
ト
の
内
容    

 

○　

そ
の
他
、
課
題
や
悩
み
（
自
由
記
述
） 

―
２
０
１
８
年
春
実
施
の
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
に
基
づ
き

１
．
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
調
査
の
概
要

　

本
レ
ポ
ー
ト
は
、「
地
域
お
こ
し
協
力
隊
」
を
テ
ー
マ

と
す
る
自
治
労
北
海
道
本
部
自
治
研
推
進
委
員
会
の
部
会

（
以
下
、
協
力
隊
部
会
）
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
報
告
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

　

地
域
お
こ
し
協
力
隊
は
、
昨
今
の
人
口
減
少
問
題
へ
の

対
策
の
一
環
と
し
て
、
２
０
０
９
年
度
か
ら
ス
タ
ー
ト
し

た
。
都
市
圏
に
住
む
若
者
な
ど
に
３
年
を
上
限
に
過
疎
地

域
に
赴
任
し
て
も
ら
い
、
地
元
住
民
と
の
交
流
や
生
活
支

援
な
ど
の
諸
活
動
を
行
う
こ
と
を
通
し
て
関
係
性
を
育
み
、

最
終
的
に
は
赴
任
先
自
治
体
で
の
起
業
や
就
労
、
定
住
を

め
ざ
す
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
て
い
る
。
総
務
省
が
旗
振
り

役
と
な
り
、
財
源
も
特
別
交
付
税
（
隊
員
１
人
あ
た
り
年

４
０
０
万
円
交
付
）
で
措
置
さ
れ
て
い
る
。

　

自
治
労
北
海
道
本
部
自
治
研
推
進
委
員
会
・
協
力
隊
部

会
（
委
員
10
人
で
構
成
）
で
は
、
第
37
年
次
の
活
動
期
間

（
17
～
18
年
度
）
の
取
り
組
み
の
一
環
と
し
て
、
道
内
１

８
０
自
治
体
（
道
庁
、
35
市
、
１
４
４
町
村
）
を
対
象
に
、

09
～
17
年
度
に
お
け
る
地
域
お
こ
し
協
力
隊
の
現
状
や
課

題
な
ど
を
調
査
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
票
の
設
計
に
あ
た
っ
て
は
、
地
域
お
こ
し

協
力
隊
事
業
へ
の
着
手
が
10
年
度
か
ら
と
早
か
っ
た
喜
茂

別
町
を
訪
れ
（
18
年
２
月
８
日
）、
本
事
業
の
担
当
職
員

１
名
と
現
役
の
地
域
お
こ
し
協
力
隊
員
（
以
下
、
隊
員
）

１
名
の
計
２
名
に
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
い
、
同
町
に
お
け
る

こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
お
話
を
う
か
が
う
と
と

も
に
、
ア
ン
ケ
ー
ト
票
の
設
計
に
関
す
る
助
言
を
い
た
だ

い
た
。

　

調
査
期
間
は
18
年
３
～
４
月
。
回
答
が
あ
っ
た
自
治
体

は
79
団
体
（
道
庁
、
11
市
、
58
町
、
９
村
）
で
、
回
収
率

は
、道
内
全
自
治
体
数
１
８
０
を
分
母
と
す
れ
ば
43
・
８
％

に
、隊
員
の
採
用
実
績
の
あ
る
道
内
自
治
体
数
１
４
９（
総

務
省
公
表
資
料
か
ら
算
出
）
を
分
母
と
す
れ
ば
53
・
０
％

に
な
る
。
調
査
項
目
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
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２
．
調
査
結
果
の
概
要

　

今
次
調
査
で
把
握
さ
れ
た
道
内
79
自
治
体
の
09
～
17
年

度
の
協
力
隊
の
現
況
や
主
な
特
徴
を
以
下
に
概
説
す
る
。

　

回
答
を
い
た
だ
い
た
79
自
治
体
に
お
け
る
右
記
年
度
の

隊
員
の
採
用
数
は
、
退
任
者
（
満
期
退
任
者
、
中
途
退
任

者
）、
現
役
者
を
合
わ
せ
、
総
計
５
１
１
人
で
あ
る
。
こ

の
５
１
１
人
に
つ
い
て
、
調
査
結
果
か
ら
以
下
の
特
徴
が

指
摘
で
き
る
。

　

⑴　

隊
員
の
性
別
、
年
齢
層
、
出
身
地

　

性
別
で
は
、
男
（
３
４
０
人
）：
女
（
１
７
１
人
）
＝

67
：
33
と
な
り
、
男
性
が
３
分
の
２
、
女
性
３
分
の
１
を

そ
れ
ぞ
れ
占
め
た
。

　

年
齢
層
の
内
訳
を
み
る
と
、最
多
は
20
代
（
１
８
８
人
）

の
36
・
８
％
、
次
い
で
30
代
（
１
７
０
人
）
の
33
・
３
％

と
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
３
分
の
１
ず
つ
を
占
め
た
。
以
下
、

40
代
（
96
人
）
18
・
８
％
、
50
代
（
29
人
）
５
・
７
％
、

60
代
（
８
人
）
１
・
６
％
、
10
代
（
２
人
）
０
・
４
％
で

あ
る
。
20
代
と
30
代
で
全
体
の
約
７
割
（
70
・
１
％
）、

20
代
と
30
代
と
40
代
で
９
割
弱
（
88
・
９
％
）
を
占
め
る
。

　

出
身
地
（
赴
任
直
前
ま
で
居
住
し
て
い
た
市
町
村
）
は
、

道
内
で
は
30
市
町
村
か
ら
、
道
外
で
は
30
都
府
県
か
ら
、

と
の
回
答
が
あ
っ
た
。道
内
と
道
外
で
人
数
を
分
け
る
と
、

道
内
２
６
５
人
：
道
外
２
４
２
人
＝
52
：
47
と
、
ほ
ぼ
半
々

と
な
っ
た
。
な
お
、
回
答
な
し
に
よ
る
出
身
地
「
不
明
」

は
４
人
で
あ
っ
た
。

　

道
内
出
身
者
（
２
６
５
人
）
の
出
身
地
を
市
町
村
別
に

見
る
と
、
札
幌
市
が
１
５
４
人
と
、
全
体
の
30
・
１
％
を

占
め
、道
外
を
合
わ
せ
た
全
体
の
中
で
も
最
多
と
な
っ
た
。

以
下
、大
き
く
差
が
開
い
て
、帯
広
市
が
15
人（
全
体
の
２
・

９
％
）
で
次
ぎ
、
以
下
、
旭
川
市
10
人
（
同
２
・
０
％
）、

苫
小
牧
市
７
人
（
同
１
・
４
％
）、
北
見
市
と
恵
庭
市
が

各
６
人
（
各
同
１
・
２
％
）、
江
別
市
５
人
（
同
１
・
０
％
）

な
ど
と
続
い
た
。

　

道
外
出
身
者
（
２
４
２
人
）
を
都
府
県
別
に
見
る
と
、

東
京
都
が
60
人
（
全
体
の
11
・
７
％
）
と
最
多
で
、
以
下
、

神
奈
川
県
37
人
（
同
７
・
２
％
）、
大
阪
府
23
人
（
同
４
・

５
％
）、
千
葉
県
と
埼
玉
県
が
各
22
人
（
各
同
４
・
３
％
）、

兵
庫
県
14
人（
同
２
・
７
％
）、愛
知
県
11
人（
同
２
・
２
％
）、

茨
城
県
５
人
（
同
１
・
０
％
）
な
ど
と
続
い
た
。

　

⑵　

主
な
勤
務
先
と
仕
事

　

次
に
、
赴
任
先
自
治
体
に
お
け
る
隊
員
の
主
な
勤
務
先

に
つ
い
て
は
、
以
下
の
結
果
と
な
っ
た
。

　

最
多
は
「
役
所
・
役
場
」
の
２
４
４
人
で
、
全
体
の
半

数
近
く
（
47
・
７
％
）
を
占
め
た
。
以
下
、「
観
光
協
会
」

48
人
（
９
・
３
％
）、「
農
家
・
農
場
」
21
人
（
４
・
１
％
）、

「
不
定
」
17
人
（
３
・
３
％
）、「
地
区
・
集
落
」
15
人
（
２
・

９
％
）
な
ど
と
続
い
た
。
こ
の
ほ
か
、「
工
場
施
設
」、「
道

の
駅
」、「
店
舗
」、「
農
協
」
な
ど
の
少
数
回
答
も
あ
っ
た
。

　

隊
員
の
主
な
仕
事
に
つ
い
て
は
（
複
数
回
答
）、「
観
光

振
興
」 

が
１
４
３
人
（
28
・
０
％
）
と
最
多
で
、以
下
、「
農

業
振
興
」
93
人
（
18
・
２
％
）、「
地
域
活
性
化
全
般
」
70

人
（
13
・
７
％
）、「
地
域
資
源
開
発
」
67
人
（
13
・
１
％
）、

「
移
住
定
住
促
進
」
60
人
（
11
・
７
％
）、「
情
報
発
信
」

52
人
（
10
・
２
％
）、「
集
落
支
援
」
32
人
（
６
・
３
％
）

な
ど
と
続
い
た
。
こ
の
ほ
か
、「
福
祉
」、「
林
業
振
興
」、

「
有
害
鳥
獣
対
策
」
な
ど
の
少
数
回
答
も
あ
っ
た
。

　

⑶　

退
任
者
の
居
住
の
継
続
状
況

　

５
１
１
人
の
う
ち
、
退
任
者
は
２
９
７
人
、
現
役
者
は

２
０
４
人
、
不
明
が
10
人
と
な
り
、
そ
の
割
合
は
退
任
：

現
役
：
不
明
＝
58
：
40
：
２
と
な
っ
た
。

　

退
任
者
２
９
７
人
の
う
ち
、満
期
退
任
者
は
１
５
４
人
、

中
途
退
任
者
は
１
４
３
人
で
、そ
の
割
合
は
52
：
48
と
な
っ

た
。
ほ
ぼ
半
々
に
分
か
れ
た
が
、
満
期
が
中
途
を
若
干
上

回
っ
た
。

　

本
事
業
の
最
終
的
な
目
標
は
「
赴
任
先
自
治
体
で
の
定

住
の
実
現
」
だ
が
、
退
任
後
の
居
住
の
継
続
状
況
に
つ
い

て
は
、
退
任
者
２
９
７
人
の
う
ち
、
退
任
後
も
継
続
居
住

し
て
い
る
者
（
以
下
、
居
住
継
続
者
）
が
１
４
０
人
、
退

任
後
に
転
出
し
た
者
が
１
４
９
人
で
、
そ
の
割
合
は
47
：

52
と
な
っ
た
（
不
明
８
人
）。
こ
れ
も
ほ
ぼ
半
々
だ
が
、

転
出
者
が
継
続
居
住
者
を
若
干
上
回
っ
た
。

　

退
任
者
の
進
路
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
居
住
継
続
者
１
４

０
人
に
つ
い
て
は
、「
起
業
」
が
34
人
と
最
多
で
、
以
下
、

「
就
業
（
就
業
先
不
明
）」
27
人
、「
役
所
・
役
場
に
就
職
」

17
人
（
う
ち
正
規
８
、
非
正
規
９
）、「
民
間
企
業
に
就
職
」

15
人
、「
就
農
」
12
人
、「
３
セ
ク
に
就
職
」
７
人
な
ど
と



36北海道自治研究 ２０１９年５月（Ｎo.604）

続
い
た
。

　

一
方
、
転
出
者
１
４
９
人
に
つ
い
て
は
、「
不
明
」
が

98
人
と
大
多
数
を
占
め
、
転
出
者
の
足
取
り
ま
で
は
把
握

し
て
い
な
い
実
情
が
う
か
が
え
る
。
以
下
、「
就
業
（
就

業
先
不
明
）」
18
人
、「
民
間
企
業
に
就
職
」
８
人
、「
起

業
」
６
人
、「
役
所
・
役
場
に
就
職
」
３
人
（
全
員
正
規
）

な
ど
と
続
い
た
。

　

⑷　

任
用
形
態
・
労
働
条
件

　

ア　

任
用
形
態

　

隊
員
の
任
用
形
態
は
、「
特
別
職
非
常
勤
職
員
（
地
方

公
務
員
法
第
３
条
第
３
項
第
３
号
）」
が
28
団
体
と
最
多

で
、
以
下
、「
臨
時
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
22
条
）」
17

団
体
、「
一
般
職
非
常
勤
職
員
（
地
方
公
務
員
法
第
17
条
）」

16
団
体
と
な
っ
た
ほ
か
、「
委
嘱
」
が
３
団
体
、独
自
の
「
嘱

託
職
員
制
度
」
が
２
団
体
あ
っ
た
。

　

ま
た
、「
特
別
職
非
常
勤
と
臨
時
の
併
用
」
が
５
団
体
、

「
一
般
職
非
常
勤
と
臨
時
の
併
用
」
が
２
団
体
あ
っ
た
。

複
数
の
任
用
形
態
を
併
用
す
る
場
合
、
専
門
的
な
ス
キ
ル

や
資
格
を
持
っ
た
隊
員
を
特
別
職
非
常
勤
も
し
く
は
一
般

職
非
常
勤
で
任
用
し
、
そ
れ
以
外
の
一
般
的
な
隊
員
を
臨

時
職
員
と
し
て
任
用
す
る
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
た
。

　

イ　

基
本
的
な
勤
務
時
間
と
休
日
出
勤

　

隊
員
の
勤
務
時
間
は
、
ほ
と
ん
ど
の
自
治
体
で
、
原
則
、

役
所
・
役
場
の
勤
務
時
間
に
従
い
、
平
日
５
日
勤
務
を
基
本

と
し
、
始
業
時
間
は
午
前
８
時
30
分
／
同
８
時
45
分
／
同

９
時
、
終
業
時
間
は
午
後
５
時
／
同
５
時
15
分
／
同
５
時

30
分
／
同
６
時
、と
い
う
パ
タ
ー
ン
に
概
ね
当
て
は
ま
る
。

　

一
方
で
、
勤
務
時
間
に
複
数
の
パ
タ
ー
ン
を
設
け
て
い

る
と
こ
ろ
が
14
団
体
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、「
業

種
・
勤
務
先
に
よ
っ
て
違
う
た
め
」
が
９
団
体
、
勤
務
す

る
施
設
の
性
格
上
「
シ
フ
ト
制
を
導
入
し
て
い
る
た
め
」

と
し
た
と
こ
ろ
が
３
団
体
、
週
あ
た
り
労
働
時
間
を
38
時

間
45
分
と
し
て
、
特
定
の
曜
日
の
み
短
い
勤
務
時
間
と
し

て
い
る
と
こ
ろ
が
２
団
体
あ
っ
た
。　

　

土
日
祝
日
出
勤
（
以
下
、
休
日
出
勤
）
の
有
無
に
つ
い

て
は
、「
あ
り
」
73
団
体
、「
な
し
」
２
団
体
、「
不
明
」

４
団
体
と
な
り
、
ほ
と
ん
ど
の
自
治
体
の
隊
員
が
休
日
出

勤
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　

休
日
出
勤
の
理
由
と
し
て
は
、「
イ
ベ
ン
ト
の
運
営
・

参
加
」
が
64
団
体
と
最
多
で
、
以
下
、「
農
作
業
」（
天
候

状
態
が
良
い
場
合
な
ど
）
７
団
体
、「
担
当
業
務
の
性
格

上
」
６
団
体
、「
移
住
相
談
会
、
観
光
Ｐ
Ｒ
の
運
営
・
参
加
」

５
団
体
、「
自
治
体
の
行
事
へ
の
参
加
」
４
団
体
な
ど
と

続
い
た
。

　

有
給
休
暇
に
つ
い
て
は
、「
あ
り
」
63
団
体
、「
な
し
」

８
団
体
と
な
っ
た
ほ
か
、
業
種
に
よ
っ
て
有
無
に
差
が
あ

る
と
し
た
と
こ
ろ
が
１
団
体
あ
っ
た
。

　

ウ　

給
料
・
報
酬
（
月
額
）
な
ど

　

給
料
・
報
酬
の
月
額
は
、「
20
万
円
台
」
が
23
団
体
と

最
多
だ
が
、「
16
万
円
台
」も
22
団
体
と
多
か
っ
た
。
以
下
、

「
17
万
円
台
」12
団
体
、「
18
万
円
台
」８
団
体
な
ど
と
な
り
、

「
21
万
円
以
上
」と「
16
万
円
未
満
」も
各
３
団
体
ず
つ
あ
っ

た
。
職
種
や
任
用
形
態
に
よ
っ
て
複
数
の
額
を
併
用
し
て

い
る
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

　

給
料
・
報
酬
以
外
に
支
給
し
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、

「
車
両
関
係
」（
現
物
支
給
、
維
持
費
、
借
上
代
、
燃
料
費

な
ど
）
が
37
団
体
と
最
多
で
、
以
下
、「
パ
ソ
コ
ン
関
係
」

（
現
物
支
給
、
通
信
費
）
23
団
体
、「
通
勤
手
当
」
14
団
体
、

「
時
間
外
勤
務
手
当
・
休
日
出
勤
手
当
」
14
団
体
、「
期
末

勤
勉
手
当
」８
団
体
、「
寒
冷
地
手
当
」５
団
体
、「
被
服
」（
作

業
着
の
支
給
な
ど
）５
団
体
な
ど
と
続
い
た
。
こ
の
ほ
か
、

少
数
回
答
と
し
て
、「
扶
養
手
当
」、「
管
理
職
手
当
」、「
経

験
加
算
」、「
研
修
補
助
費
」
な
ど
の
回
答
も
あ
っ
た
。
一

方
、「
一
切
な
し
」
が
12
団
体
あ
っ
た
。

　

自
治
体
が
事
業
者
負
担
を
し
て
い
る
公
的
社
会
保
険
の

種
類
に
つ
い
て
は
、「
健
康
保
険
」
が
63
団
体
と
最
多
で
、

以
下
、「
雇
用
保
険
」
54
団
体
、「
厚
生
年
金
」
47
団
体
、

「
労
災
保
険
」
10
団
体
、「
公
務
災
害
補
償
負
担
金
」
７
団

体
、「
介
護
保
険
」
５
団
体
、「
児
童
手
当
拠
出
金
」
３
団

体
な
ど
と
続
い
た
。

　

右
記
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
健
康
保
険
、
雇
用
保
険
、

厚
生
年
金
の
３
つ
を
セ
ッ
ト
で
負
担
し
て
い
る
と
こ
ろ
が

41
団
体
と
最
も
多
か
っ
た
。
一
方
、「
一
切
な
し
」
が
11

団
体
あ
っ
た
。

　

エ　

住
宅
の
確
保
の
方
法
、
家
賃
補
助
の
有
無

  

隊
員
の
住
宅
の
確
保
の
方
法
に
つ
い
て
は
、「
自
治
体

に
よ
る
公
営
住
宅
の
斡
旋
」
が
22
団
体
と
最
多
、「
自
治

体
に
よ
る
民
間
賃
貸
住
宅
の
斡
旋
」が
21
団
体
で
次
い
だ
。

以
下
、「
隊
員
自
ら
確
保
」
15
団
体
、「
自
治
体
に
よ
る
空
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と
言
う
気
は
な
い
。
問
題
は
、
自
治
体
が
ど
れ
だ
け
有
効

な
サ
ポ
ー
ト
策
を
打
ち
出
せ
る
か
、
各
隊
員
が
副
業
を
任

期
終
了
後
に
ど
う
つ
な
げ
て
い
く
か
、
に
か
か
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

一
方
、
隊
員
の
退
任
後
の
進
路
に
つ
い
て
調
べ
た
と
こ

ろ
、
就
職
・
就
労
（
起
業
、
就
農
含
む
）
の
実
現
が
居
住

継
続
者
で
は
85
・
７
％
（
１
４
０
人
中
１
２
０
人
）
と
、

転
出
者
の
26
・
８
％
（
１
４
９
人
中
40
人
）
と
比
べ
て
大

き
な
差
が
出
た
。
転
出
者

の
ほ
と
ん
ど
が
進
路
「
不

明
」
で
あ
り
、
単
純
な
比

較
は
避
け
る
べ
き
だ
が
、

定
住
の
要
件
と
し
て
、
や

は
り
地
元
で
の
就
職
・
就

労
の
実
現
は
外
せ
な
い
。

　

起
業
や
定
住
に
向
け
た

サ
ポ
ー
ト
に
自
治
体
が
果

た
す
べ
き
役
割
で
最
も
重

要
だ
と
思
わ
れ
る
の
は
、

隊
員
の
そ
れ
ぞ
れ
の
人
柄

や
職
業
適
性
な
ど
を
見
極

め
な
が
ら
、
隊
員
た
ち
を

地
域
の
住
民
や
地
元
企
業

な
ど
各
種
団
体
に
向
か
っ

て
、任
期
中
の
段
階
か
ら
、

「
橋
渡
し
」
に
努
め
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。い
わ
ば「
異

邦
人
」
で
あ
る
隊
員
た
ち

を
行
な
っ
て
い
る
か
、
行
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
具
体
的

に
ど
の
よ
う
な
サ
ポ
ー
ト
を
実
施
し
て
い
る
か
尋
ね
た
と

こ
ろ
、
サ
ポ
ー
ト
を
「
し
て
い
る
」
が
46
団
体
、「
し
て

い
な
い
」
が
26
団
体
、
回
答
無
し
に
よ
る
「
不
明
」
が
７

団
体
と
な
っ
た
。

　

こ
の
う
ち
「
し
て
い
る
」
と
回
答
し
た
46
団
体
に
お
け

る
サ
ポ
ー
ト
の
具
体
的
な
内
容
は
、「
相
談
へ
の
対
応
」

と
「
起
業
資
金
の
補
助
」
が
各
17
団
体
と
最
多
で
、以
下
、

「
定
住
・
起
業
に
向
け
た
支
援
（
地
域
へ
の
仲
介
な
ど
）」

９
団
体
、「
研
修
・
資
格
取
得
で
の
支
援（
経
費
負
担
な
ど
）」

７
団
体
、「
起
業
資
金
補
助
に
関
す
る
情
報
提
供
」４
団
体
、

「
就
農
支
援
」
３
団
体
、「
就
職
先
の
紹
介
」
２
団
体
な
ど

と
続
い
た
。

　

右
記
の
う
ち
、「
起
業
資
金
の
補
助
」
に
つ
い
て
は
、

任
期
終
了
の
翌
年
度
に
起
業
す
る
者
を
対
象
と
す
る
国
の

補
助
制
度
（
特
別
交
付
税
措
置
、
上
限
１
０
０
万
円
）
も

あ
る
が
、
自
治
体
独
自
の
全
住
民
対
象
の
既
存
制
度
を
適

用
す
る
と
し
た
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。

３
．
何
が
居
住
継
続
と
転
出
を
分
け
る
の
か

　

こ
こ
ま
で
見
て
き
た
本
調
査
の
結
果
を
踏
ま
え
て
、
居

住
継
続
者
（
１
４
０
人
）
と
転
出
者
（
１
４
９
人
）
の
特

徴
や
傾
向
に
つ
い
て
分
析
し
た
。

　

表
１
の
と
お
り
、「
自
治
体
に
よ
る
起
業
や
定
住
に
向

け
た
サ
ポ
ー
ト
の
有
無
」
と
「
在
任
中
の
副
業
の
可
否
」

に
つ
い
て
は
有
意
な
差
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
と
は
い

え
、
自
治
体
に
よ
る
サ
ポ
ー
ト
や
、
副
業
の
許
容
が
不
要

き
家
の
斡
旋
」
11
団
体
、「
公
営
住
宅
の
無
料
提
供
」
８

団
体
、「
自
治
体
に
よ
る
民
間
賃
貸
住
宅
の
借
り
上
げ
、

無
料
提
供
」
８
団
体
な
ど
と
続
い
た
。

　

こ
の
ほ
か
、調
査
者
が
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
の
が「
自

治
体
の
職
員
住
宅
の
活
用
」
で
、「
貸
与
」
が
６
団
体
、

「
斡
旋
」
が
５
団
体
、「
無
料
提
供
」
が
１
団
体
と
い
う
結

果
が
出
た
。

　

家
賃
補
助
の
有
無
に
つ
い
て
は
、「
あ
り
」
51
団
体
、「
な

し
」
23
団
体
と
な
っ
た
。
職
種
に
よ
っ
て
補
助
の
有
無
に

差
を
設
け
て
い
る
と
し
た
と
こ
ろ
も
１
団
体
あ
っ
た
。

　

オ　

任
期
中
の
副
業
の
可
否

　

隊
員
に
対
し
、
主
に
将
来
的
な
起
業
に
向
け
て
、
任
期

中
か
ら
の
副
業
の
実
践
を
認
め
て
い
る
か
否
か
を
尋
ね
た

と
こ
ろ
、「
可
能
」
47
団
体
、「
不
可
」
23
団
体
と
な
っ
た

ほ
か
、「
許
可
制
」
が
３
団
体
あ
っ
た
。
こ
の
ほ
か
、
職

種
に
よ
っ
て
差
を
設
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
１
団
体
あ
っ
た
。

　

な
お
、
副
業
の
可
否
に
は
隊
員
の
任
用
形
態
と
の
関
係

性
が
一
定
程
度
見
ら
れ
、
特
別
職
非
常
勤
職
員
の
場
合
、

副
業
が
可
能
と
な
る
率
が
高
い
。
副
業
「
可
能
」
と
回
答

し
た
47
団
体
の
う
ち
特
別
職
非
常
勤
以
外
の
任
用
形
態
の

と
こ
ろ
が
16
団
体
に
と
ど
ま
る
、
す
な
わ
ち
、
31
団
体
が

特
別
非
常
勤
職
員
と
し
て
任
用
す
る
一
方
、副
業
「
不
可
」

と
回
答
し
た
23
団
体
の
う
ち
特
別
職
非
常
勤
は
４
団
体
に

と
ど
ま
っ
て
い
る
。

　

カ　

定
住
・
起
業
に
向
け
た
サ
ポ
ー
ト
の
有
無

　

任
期
終
了
後
の
定
住
や
起
業
な
ど
に
向
け
た
サ
ポ
ー
ト

＜表１＞　居住継続者と転出者の比較



38北海道自治研究 ２０１９年５月（Ｎo.604）

策
と
し
て
飛
躍
す
る
か
、
役
所
・
役
場
な
ど
に
お
け
る
一

時
的
な
（
せ
い
ぜ
い
３
年
間
の
）
人
材
確
保
策
に
収
ま
る

か
、
大
き
く
様
変
わ
り
す
る
の
で
は
な
い
か
。

　

協
力
隊
の
取
り
組
み
は
18
年
度
で
10
年
目
に
入
っ
て
い

る
。
こ
こ
に
至
っ
て
移
住
者
や
起
業
者
の
増
加
な
ど
一
定

の
成
果
が
あ
が
る
一
方
で
、
本
稿
で
も
見
た
と
お
り
、
現

場
で
は
様
々
な
問
題
も
生
じ
て
い
る
。
今
や
、
隊
員
退
任

後
に
起
業
や
定
住
を
実
現
し
た
者
の
成
功
の
秘
訣
、
中
途

退
任
者
・
転
出
者
の
挫
折
の
理
由
な
ど
を
検
証
す
る
デ
ー

タ
も
一
定
の
蓄
積
に
達
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
過
去
の

経
験
を
次
に
活
か
し
、
本
事
業
の
健
全
な
推
進
を
図
る
自

治
体
が
今
後
さ
ら
に
拡
大
し
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

【
付
記
】

　

本
稿
は
、
自
治
労
北
海
道
本
部
自
治
研
推
進
委
員
会
主
催
「
第

37
年
次
地
方
自
治
研
究
全
道
集
会
（
釧
路
自
治
研
）」（
２
０
１
８

年
８
月
31
日
～
９
月
１
日
、
釧
路
市
）、
お
よ
び
、
自
治
労
・
自

治
研
中
央
推
進
委
員
会
主
催
「
第
37
回
地
方
自
治
研
究
全
国
集
会

（
土
佐
自
治
研
）」（
２
０
１
８
年
10
月
５
日
～
７
日
、高
知
市
ほ
か
）

に
、
自
治
労
北
海
道
本
部
自
治
研
推
進
委
員
会
（
地
域
お
こ
し
協

力
隊
部
会
）が
提
出
し
た
レ
ポ
ー
ト
に
若
干
の
加
筆
と
修
正
を
行
っ

た
も
の
で
す
。

　

本
稿
の
執
筆
は
、
正
木
浩
司
（
公
益
社
団
法
人
北
海
道
地
方
自

治
研
究
所
研
究
員
／
自
治
労
北
海
道
本
部
自
治
研
推
進
委
員
会

委
員
）
が
担
当
し
ま
し
た
。　

が
地
域
や
住
民
の
間
に
溶
け
込
み
、
ス
ム
ー
ズ
に
新
た
な

仕
事
と
生
活
の
場
を
構
築
し
て
い
け
る
環
境
を
つ
く
る
た

め
に
は
、
自
治
体
の
信
用
度
に
基
づ
く
地
域
へ
の
後
押
し

や
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
力
の
発
揮
が
欠
か
せ
な
い
と
考
え
る
。

　

以
上
か
ら
、
自
治
体
に
は
、
起
業
や
就
職
・
就
労
あ
る

い
は
就
農
を
実
現
さ
せ
る
効
果
的
な
サ
ポ
ー
ト
を
行
い
つ

つ
、
そ
れ
と
は
別
に
、
定
住
を
実
現
さ
せ
る
有
効
な
方
策

を
隊
員
の
立
場
に
立
っ
て
構
想
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る

と
考
え
る
。
サ
ポ
ー
ト
方
法
と
し
て
は
、
今
次
調
査
で
は

「
相
談
対
応
」、「
起
業
資
金
の
補
助
」、「
情
報
提
供
」
が

多
く
で
回
答
さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
隊
員
側
か

ら
の
ア
ク
シ
ョ
ン
を
待
つ
だ
け
の
受
け
身
の
対
応
に
終
始

す
る
こ
と
な
く
、
積
極
的
に
「
隊
員
と
地
域
を
つ
な
ぐ
役

割
」
を
果
た
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

４
．
ま
と
め
に
代
え
て

－

自
治
体
に
期
待
さ
れ
る
こ

　

と

　

自
治
体
か
ら
見
た
協
力
隊
事
業
の
課
題
や
悩
み
に
つ
い

て
自
由
記
述
欄
で
の
記
述
を
求
め
た
結
果
、
27
団
体
か
ら

回
答
が
あ
っ
た
。
そ
の
内
容
は
概
ね
以
下
の
よ
う
に
類
型

化
さ
れ
る
。

○　

募
集
を
か
け
て
も
、
希
望
す
る
人
材
が
な
か
な
か
来
な

い
。

○　

就
職
先
の
確
保
な
ど
、
任
期
終
了
後
の
出
口
対
策
が
確

立
さ
れ
て
い
な
い
。

○　

隊
員
側
の
希
望
と
、
自
治
体
側
の
採
用
目
的
が
一
致
し

な
い
。

○　

任
用
形
態
を
同
じ
く
す
る
他
の
臨
時
・
非
常
勤
職
員
の

処
遇
と
の
間
に
矛
盾
が
生
じ
て
い
る
。

○　

業
務
過
多
に
よ
り
、
担
当
職
員
と
し
て
の
隊
員
の
サ

ポ
ー
ト
が
不
十
分
。

○　

プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
と
職
務
の
境
界
が
曖
昧
で
、
隊
員
の
業

務
管
理
が
難
し
い
。

○　

本
事
業
に
対
す
る
理
解
が
自
治
体
側
で
必
ず
し
も
共
有

化
さ
れ
て
い
な
い
。

　

す
で
に
道
内
自
治
体
の
多
く
で
は
、
隊
員
の
人
材
確
保

に
一
定
の
苦
労
が
生
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
苦
労
し
て
確

保
し
た
人
材
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
退
任
者
の
約
半

数
が
赴
任
先
自
治
体
か
ら
転
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
右
欄

に
も
あ
る
と
お
り
、
就
労
支
援
な
ど
、
定
住
の
前
提
と
な

る
「
出
口
」
対
策
の
不
十
分
さ
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る

と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
任
用
形
態
に
お
け
る
矛
盾
の
発
生

や
、
業
務
管
理
の
難
し
さ
、
担
当
課
の
業
務
過
多
や
他
課

の
理
解
・
連
携
の
不
足
な
ど
、
運
用
上
の
課
題
も
生
じ
て

お
り
、
そ
の
部
分
の
解
決
も
求
め
ら
れ
る
。

　

本
事
業
の
目
的
が
、
過
疎
地
域
の
若
年
層
の
定
住
者
数

を
増
加
さ
せ
、
地
域
の
活
性
化
を
め
ざ
す
こ
と
に
あ
る
な

ら
ば
、
赴
任
先
自
治
体
で
重
視
さ
れ
る
べ
き
は
、
制
度
の

趣
旨
に
対
す
る
正
し
い
理
解
、
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン
に
基
づ

く
人
材
募
集
、
任
期
終
了
後
の
起
業
・
就
労
お
よ
び
定
住

を
実
現
さ
せ
る
た
め
の
サ
ポ
ー
ト
の
充
実
化
な
ど
で
あ

る
。
こ
れ
ら
を
各
自
治
体
が
実
践
で
き
る
か
否
か
で
、
本

事
業
の
姿
は
、
都
市
部
か
ら
の
若
年
層
の
移
住
・
定
住
施


